
人 事 行 政 の 運 営 等 の 状 況 
 

  富山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第６条の規定に基づき、平成２７年度における富山市人事行政の運営等の状況について、次のとおり公表します。  なお、一部の項目については、平成２８年４月１日現在の状況等を公表します。 
 

 １ 職員の任免及び職員数に関する状況 
 （１）部門別職員数の状況と主な増減理由             （各年４月１日現在、単位：人） 部 門 区  分 職 員 数 対前年 増減数 主な増減理由 平成27年 平成28年 
普 通 会 計 部 門

 

一般行政部門
 

議  会 19  21  2  事務執行体制の充実 総務企画・税務 634  623  ▲11  事務の統廃合縮小等 民生・衛生 1,025  999  ▲26  事務の統廃合縮小等 商工・労働 71  59  ▲12  事務の統廃合縮小等 農林水産 101  96  ▲5  事務の統廃合縮小等 土  木 222  223  1  橋りょう保全対策室の新設等 計 2,072  2,021  ▲51  ＜参考＞                        
  人口１万人当たり職員数 48.22人 
 （中核市の人口１万人当たりの職員数 44.14人） 教育部門 419  411  ▲8  業務の民間委託等 消防部門 465  465  0   小   計 2,956  2,897  ▲59  ＜参考＞                        
  人口１万人当たり職員数 69.12人 
 （中核市の人口１万人当たりの職員数 61.71 人） 会計部門

 
公営企業等

 

病  院 745  743  ▲2  事務の統廃合縮小等 そ の 他 249  250  1  上下水道事業の充実 小  計 994  993  ▲1   合   計 3,950  (4,759) 3,890  (4,759) ▲60  ＜参考＞                        
  人口１万人当たり職員数 92.81人 （注）１ 職員数は一般職に属する職員数であり、休職者、財団等への派遣職員などを含み、他の自治体への派遣者（市で給与を支給しない場合に限る。）を除いてあります。    ２ 普通会計とは、病院事業･上下水道事業等を除く市の事業全般を行うための会計をいいます。    ３ 公営企業等会計部門のその他には、上下水道事業、国民健康保険事業等を含みます。    ４ （ ）内は、条例定数の合計です。 

 



（２）年齢別職員構成の状況（平成２８年４月１日現在） 
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H28.4.1構成比H17.4.1構成比

 （平成２８年４月１日現在の年齢別職員構成比） 区分 20 歳 未満 20 歳 ～ 23 歳 24 歳 ～ 27 歳 28 歳 ～ 31 歳 32 歳 ～ 35 歳 36 歳 ～ 39 歳 40 歳 ～ 43 歳 44 歳 ～ 47 歳 48 歳 ～ 51 歳 52 歳 ～ 55 歳 56 歳 ～ 59 歳 60 歳 以上 計 職員数 人  13 人 217 人 424 人 468 人 458 人 427 人 495 人 415 人 268 人 257 人 417 人 32 人 3,890 比率 ％ 0.3 ％ 5.6 ％ 10.9 ％ 12.0 ％ 11.8 ％ 11.0 ％ 12.7 ％ 10.7 ％ 6.9 ％ 6.6 ％ 10.7 ％ 0.8 ％ 100.0 
 

 （３）職員数の推移                             （単位：人・％）      年度部門別 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 過去５年間 の増減数（率） 一般行政等 2,240 2,169 2,126 2,103 2,072 2,021     ▲219（ ▲ 9.8％） 教 育 485 454 431 408 419 411      ▲74（ ▲15.3％） 消 防 467 467 467 467 465 465       ▲2（ ▲ 0.4％） 普通会計部門 計 3,192 3,090 3,024 2,978 2,956 2,897     ▲295（ ▲ 9.2％） 公営企業等会計部門 計 974 988 991 978 994 993       19（   2.0％） 総合計 4,166 4,078 4,015 3,956 3,950 3,890     ▲276（ ▲ 6.6％) （注）１ 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。    ２ 一般行政部門等には、病院部門を除く公営企業等会計部門及び教育部門を含みます。 
 

 



（４）採用の状況 区 分 事務職員 技術職員 消防吏員 技能労務職員 合  計 ２８年度 74 人(11 人) 56 人(13 人) 15 人 4 人 149 人(24 人) （注） （  ）内の人数は、選考採用の人数で内数です。 

 

 （５）退職の状況 区 分 事務職員 技術職員 消防吏員 技能労務職員 合  計 ２７年度 114 人 67 人 15 人 27 人 223 人   （６）再就職の状況 区 分 ２７年度 定年退職者 再就職者 内 訳 市特別職 市再任用 嘱託等 市出資法人（50%以上） その他法人等 部長級 17 人 14 人 1 人  1 人 10 人  2 人 部次長級 10 人  9 人 0 人  6 人  3 人  0 人 課長級 26 人 23 人 0 人 19 人  3 人  1 人 合 計 53 人 46 人 1 人 26 人 16 人  3 人 （注）平成２７年度に課長級以上の職員で、定年により退職した職員のうち、平成２８年７月１日現在で再就職している者の状況です。  



２ 職員の給与に関する事項  （１）人件費の状況（普通会計決算） 区 分 住民基本 台帳人口 歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ） 人件費率 （Ｂ／Ａ） （参考） 平成 26 年度の人件費率 27 年度 人 419,123 千円 169,611,578 千円 1,902,931 千円 25,045,902 ％ 14.8 ％ 14.8 （注）１ 人件費には、一般職に支給される給与・退職手当・共済費及び市長・議員等の特別職に支給される給料・報酬 等を含みます。    ２ 住民基本台帳人口は、平成２８年１月１日現在のものです。   （２）職員給与費の状況（普通会計決算）  区 分 職員数 （Ａ） 給      与      費 一人当たり 給 与 費 （Ｂ／Ａ） (参考) 中核市平均 一人当たり 給与費（B/A)  給料 職員手当 期末・勤勉 手   当 計（Ｂ） 27 年度 人2,897 千円10,977,536 千円2,302,513 千円4,160,411 千円17,440,460 千円6,020 千円 6,422  （注）１ 職員手当には、退職手当を含みません。    ２ 職員数は、平成２７年４月１日現在の人数です。 ３ 給与費については、再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれており、職員数には当該職員を含んでいません。   （３）ラスパイレス指数の状況（平成２８年４月１日現在） 
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 （注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職棒給表（一）適用職員の棒給月額を 100として計算した指数をいいます。 ２ 中核市平均とは、中核市のラスパイレス指数を単純平均したものです。 ３ 平成25年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値です。  



（４）給与制度の総合的見直しの実施状況について 【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に取り組むとされています。 
   

 ①給料表の見直し 実施内容 （給料表の改定実施時期）平成２７年４月１日 （内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均２％引下げ。若年層については最大２％程度引下げ。高齢層については最大４％程度引下げ。４０歳台や５０歳台前半層の勤務成績に応じた昇給機会の確保から５級・６級に号給を増設。激変緩和のため、３年間（平成３０年３月３１日まで）の経過措置（現給保障）を実施。 他の給料表については、一般職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。 
 

  ②地域手当の見直し   実施内容（国基準における場合の支給割合及び富山市の支給割合） （支給割合）国基準３％に対し、富山市においても３％を支給。 （実施時期）今回の見直しによる支給割合の変更はありません。 
 （参考）  平成 26 年度 の支給割合 平成 27 年度の支給割合 平成 28 年度 の支給割合 ４月１日時点 遡及改定後 国基準による支給割合 ３％ ３％ ３％ ３％ 富山市の支給割合 ３％ ３％ ３％ ３％ 
 

 

 

 

  ③その他の見直し内容 管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。（平成２７年４月１日実施） 
 

 



（５）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２８年４月１日現在）  ①一般行政職 区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 (給与実態調査ベース) 平均給与月額 （国比較ベース） 富山市 41.4歳 326,900円 408,131円 364,436円 富山県 44.1歳 335,300円 411,500円 364,122円 国 43.6歳 331,816円 － 410,984円 中核市 41.8歳 321,769円 412,395円 367,696円 （注）１ 「平均給料月額」とは、平成２８年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。（以下、同 様です。）    ２ 「平均給与月額（給与実態調査ベース）」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、 時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかに  されているものです。（以下、同様です。）  ３ 「平均給与月額（国比較ベース）」とは、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除い たもの）で算出したものです。（以下、同様です。） ４ 一般行政職とは、国の行政職俸給表（一）の適用を受ける職員であり、富山市では一般職給料表適用者のうち、     税務・保育・医療業務以外の職務についている職員をいいます。（以下、同様です。） 
  ②技能労務職  区  分 公務員 民 間 参 考 平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額 (給与実態調査ベース) （A） 平均給与月額 （ 国 比 較 ベ ー ス ） 対応する民間 の類似職種 平均年齢 平均給与月額  （B） A／B 富山市 46.3 歳 381 人 292,900円 335,118円 310,996円 ---- ---- ---- ---- 
 うち調理員 45.2 歳 121 人 281,500円 303,192円 294,336円 調理士 42.4 歳 237,000 円 1.28 
 うち清掃職員 47.1 歳 98 人 302,600円 376,071円 326,143円 廃棄物処理業 45.3 歳 290,300円 1.30 
 うち用務員 46.1 歳 60 人 295,000円 331,393円 317,022円 用務員 55.2 歳 199,900円 1.66 
 うち自動車運転手 53.7 歳 19 人 333,600円 389,631円 362,023円 自家用常用自動車運転手 55.5 歳 223,700円 1.74 富山県 57.3 歳 52 人 321,200円 355,600円 331,611円 ---- ---- ---- ---- 国 50.4 歳 2,876 人 287,447円 ---- 329,358円 ---- ---- ---- ---- 中核市 48.6 歳 263 人 331,379円 394,461円 365,038円 ---- ---- ---- ----  区  分 参 考 年収ベース(試算値)の比較 公務員 （C） 民 間 （D） C／D 富山市 5,411,416 円   
 

うち調理員 4,923,904円 3,178,500円 1.55 うち清掃職員 6 , 0 0 0 , 0 5 2 円 3,968,100 円 1.51 うち用務員 5,383,916円 2,732,900円 1.97 うち自動車運転手 6,386,372 円 3,513,000 円 1.82 ※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。（平成 25～27 年の３か年平均） ※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。 ※年収ベースの「公務員(C)」及び「民間(D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。      



③高等（特殊・専修・各種）学校教育職  区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 (給与実態調査ベース) 富山市 44.9歳 366,700円 408,177円 富山県 45.6歳 388,200円 435,500円 中核市 46.3歳 390,925円 458,527円 
 

 

  ④小・中学校（幼稚園）教育職 区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 (給与実態調査ベース) 富山市 46.6歳 344,500円 401,587円 富山県 43.6歳 366,900円 402,800円 中核市 39.8歳 316,395円 368,365円 
 

 

  ⑤消防職 区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 (給与実態調査ベース) 富山市 37.2歳 300,300円 390,102円 中核市 38.5歳 303,457円 404,850円 
 

 

 （６）職員の初任給の状況（平成２８年４月１日現在） 区    分 富山市 富山県 国 一般行政職 大学卒 183,300円 183,300円 176,700円 高校卒 149,000円 149,000円 144,600円 技能労務職 高校卒 142,000円 142,000円 － 中学卒 134,000円 134,000円 － 消  防  職 大学卒 209,700円 － － 高校卒 169,000円 － － 
 

 （７）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２８年４月１日現在） 区   分 経験年数 10 年 経験年数 20 年 経験年数 25 年 経験年数 30 年 一般行政職 大学卒 263,752円 363,457円 398,855円 414,488円 高校卒 223,600円 298,750円 360,250円 360,180円 技能労務職 高校卒 197,433円 272,823円 298,211円 327,563円 消 防 職 大学卒 271,400円 361,000円 396,767円 406,500円 高校卒 247,750円 309,183円 359,900円 389,667円 （注）経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいうものです。 
 

 

 

 

 

 



（８）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成２８年４月１日現在） 区  分 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級 9 級 標準的な 職務内容 主事 技師 主事 技師 係長 主査 主任 係長 主査 課長代理 副主幹 課長 主幹 部次長 参事 部長 理事 部長 職員数（人） 120 158 331 252 161 253 47 12 6 構成比（％） 9.0 11.8 24.7 18.8 12.0 18.9 3.5 0.9 0.4 １号給の 給料月額（円） 140,100 190,200 226,400 259,900 286,200 317,000 361,300 406,900 457,200 最高号給の 給料月額（円） 246,100 303,000 348,800 379,800 391,800 409,000 443,700 467,400 526,300 （注）１ 富山市職員の給与に関する条例に基づく一般職給料表の級区分による職員数です。    ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。 
 

 

 

 

 

 

 



（９）等級及び職制上の段階ごとの職員数（平成２８年４月１日現在） 
 【一般職給料表】 区  分 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級 9 級 基準となる 職務内容 主事 技師 保育士 主事 技師 保育士 係長 主査 主任 係長 主査 課長代理 副主幹 課長 主幹 部次長 参事 部長 理事 部長 職員数（人） 291 250 566 371 236 311 49 12 6 構成比（％） 13.9 12.0 27.1 17.7 11.3 14.9 2.3 0.6 0.3 
 【技能職給料表】 区  分 1 級 2 級 3 級 4 級 基準となる 職務内容 調理員 調理員 業務主任 業務長 職員数（人） 9 34 130 208 構成比（％） 2.4 8.9 34.1 56.6 
 【消防職給料表】 区  分 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級 9 級 10 級 基準となる 職務内容 消防士 消防士長 消防司令補 消防司令 消防司令 消防司令長 消防司令長 消防監 消防監 消防正監 職員数（人） 144 78 132 65 23 11 7 7 1 1 構成比（％） 30.7 16.6 28.1 13.9 4.9 2.3 1.5 1.5 0.2 0.2 
 【教育職給料表】 区  分 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 基準となる 職務内容 助手 講師 准教授 教授 主任教授 職員数（人） 0 1 1 1 2 構成比（％） 0.0 20.0 20.0 20.0 40.0 
 【医療職給料表】 区  分 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 基準となる 職務内容 医師 主査 課長 主幹 参事 所長 職員数（人） 0 0 2 2 0 構成比（％） 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 
 （注）１ 富山市職員の給与に関する条例・富山市技能職員等の給与に関する条例に基づく、各給料表の級区分による 職員数です。    ２ 基準となる職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。 



 (１０) 昇給への勤務成績の反映状況 平成 28年 4月 2日から平成 29年 4月 1日 までにおける運用 富山市 国 管理職員 一般職員 特定管理 職員 一般職員 イ 人事評価を実施した ○ ○ ○ ○ 
 

標準に加え、上位及び下位の区分も適用     ○ ○ 標準に加え、上位の区分も適用         標準に加え、下位の区分も適用 ○ ○     標準の区分のみ適用         ロ 人事評価を実施していない      
 

 （１１）職員手当の状況  ①期末・勤勉手当 富山市 富山県 国 1 人当たりの平均支給額（27 年度）        １，３０２千円 1 人当たりの平均支給額（27 年度）        １，５０９千円 － （27 年度支給割合） ・期末手当  ・勤勉手当  2.60 月分   1.6 月分 （1.45 月分） （0.75 月分） （27年度支給割合） ・期末手当  ・勤勉手当  2.60 月分   1.6 月分 （1.45 月分） （0.75 月分） （27年度支給割合） ・期末手当  ・勤勉手当  2.60 月分   1.6 月分 （1.45 月分） （0.75 月分） （加算措置の状況） 職制上の段階による加算措置  5～10％ （加算措置の状況） 職制上の段階による加算措置  5～10％ （加算措置の状況） 職制上の段階による加算措置  5～10％ （注）１ 管理職を除く支給状況です。    ２ （  ）内は、再任用職員に係る支給割合です。    ３ 上下水道事業、病院事業以外の状況です。（以下、同様です。）  【参考】勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職） 平成 28年度中における運用 富山市 国 管理職員 一般職員 特定管理 職員 一般職員 イ 人事評価を実施した ○ ○ ○ ○ 
 

標準に加え、上位及び下位の成績率も適用     ○ ○ 標準に加え、上位の成績率も適用         標準に加え、下位の成績率も適用 ○ ○     標準の成績率のみ適用         ロ 人事評価を実施していない     



②退職手当（平成２８年４月１日現在） 富山市 国  支給率 自己都合 応募認定・定年 勤続20年 20.445 月分 25.55625 月分 勤続25年 29.145 月分 34.5825 月分 勤続35年 41.325 月分 49.59 月分 最高限度額 49.59 月分 49.59 月分  その他の加算措置 退職手当の調整額          （0 円～65,000 円）×60 月 定年前早期退職特例措置          （2％～45％加算） 
 

 支給率 自己都合 応募認定・定年 勤続20年 20.445 月分 25.55625 月分 勤続25年 29.145 月分 34.5825 月分 勤続35年 41.325 月分 49.59 月分 最高限度額 49.59 月分 49.59 月分  その他の加算措置   退職手当の調整額           （0 円～95,400 円）×60 月 定年前早期退職特例措置          （2％～45％加算）          （自己都合） （応募認定その他） １人当たりの平均支給額  3,464 千円   21,394 千円 － （注） 退職手当の１人当たりの平均支給額は、平成２７年度に退職した職員に支給された平均額です。 
 

 

 ③地域手当（平成２８年４月１日現在） 地域手当支給実績（平成 27 年度決算）  355,090千円 支給職員１人当たり平均支給年額（平成 27年度決算）    116,806円 支給対象地域（職種） 支給率 支給対象職員 国の制度(支給率) 富山市 3％ 3,035 人 3％ 医師・歯科医師 16％   5 人 16％ 
 

 

  ④特殊勤務手当の支給実績（平成２８年４月１日現在） 支給実績（平成 27年度決算） 87,282千円 支給職員１人当たり平均支給年額（平成 27年度決算）   64,320円 職員全体に占める手当支給職員の割合（平成 27年度） 44.3％ 手当の種類（手当数） 18種類 手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 (平成 27 年度決算) 左記職員に対する支給単価 市 税 等 賦課・徴収手当 納税課、市民税課、資産税課、債権管理対策課、税務事務所、介護保険課、保険年金課、地域福祉課に勤務する職員  市税等以外の収入金については全職員    
(1)市税、国民健康保険料、介護保険料又は後期高齢者医療保険料（以下「市税等」という。）の賦課調査業務で外勤したとき (2)市税等の督促、徴収、滞納処分の業務で外勤したとき (3)市税等以外の収入金の督促、徴収、滞納処分の業務で外勤したとき 

1,229 千円 (1)日額  300円 (2)日額  450円 (3)日額  300円 



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 (平成 27 年度決算) 左記職員に対する支給単価 計量器検査業務手当 消費生活センターに勤務する職員   計量法の規定により、１トン以上の計量器の検査業務に従事したとき 0千円 日額  200円 清掃業務手当 環境センターに勤務する職員 (1)清掃に係る指導・啓発等の業務で外勤したとき (2)塵芥車によるごみ収集作業に従事したとき (3)ごみ収集作業の指導、清掃補助作業に従事したとき (4)一般廃棄物における最終処分場における覆土作業に従事したとき  
27,605千円 (1)日額  200円 (2)日額  900～1,500円 (3)日額  300円 (4)日額  900円  

深夜・早朝勤務手当 地方卸売市場、消防局に勤務する職員 正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜又は早朝において行われる業務に従事したとき 18,742千円 勤務 1回当たり 300円（早朝） 410円（深夜） 500円（冬期間の地方卸売 市場） 生活保護業務手当 社会福祉課に勤務する職員 生活保護業務で外勤したとき   452千円 日額  300円 行旅死病人業務手当 社会福祉課に勤務する職員 (1)行旅病人の救護業務に従事したとき (2)行旅死亡人の取扱業務に従事したとき  0千円 (1)1 件当たり  1,000円 (2)1 件当たり  2,500円 介護・保育等業務手当 社会福祉課、保育所、幼稚園、認定こども園に勤務する職員  介護員、保育士、児童指導員、幼稚園教諭等が介護又は保育等の業務に従事したとき  19,146 千円 日額  200円 公衆衛生業務手当 保健所に勤務する職員 感染症防疫作業については、全職員 (1)感染症防疫作業に従事したとき (2)野犬の捕獲作業に従事したとき (3)結核患者及びその家族等に対する訪問指導の業務に従事したとき  
34 千円 (1)日額  300円 (2)日額  430円 (3)日額  200円 

危険物等取扱手当 環境保全課、保健所、営農サポートセンター、小学校、中学校に勤務する職員 (1)毒物及び劇物取締法第２条に規定する毒物又は劇物を取り扱う業務に従事したとき (2)多量の農薬散布業務に従事したとき (3)危険物の貯蔵所を有する施設で、危険物を直接取り扱ったとき  
506 千円 (1)日額  200円 (2)日額  200円 (3)日額  100円 

現場技術指導等手当 全職員 (1)作業環境が劣悪な箇所で行う工事監督、技術指導、検査若しくは調査の業務又は作業に従事したとき (2)冬期間において屋外で１時間以上工事監督、技術指導又はこれらに付随する調査の業務に従事したとき  
57 千円 (1)日額  400円 (2)日額  250円 



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 (平成 27 年度決算)  左記職員に対する支給単価 用地交渉等手当 全職員 事業に必要な土地の取得等又は事業の施行により生ずる損失の補償について、その権利者又は被補償者等と面接して交渉を行う業務に従事したとき  
39 千円 日額  500円～1,000円 

医療・保健業務手当 保健所に勤務する職員 (1)臨床検査技師、薬剤師等が人の臓器、細菌、病原体の検査業務に従事したとき (2)臨床検査技師、薬剤師等が生体機能検査、血液若しくは体液の検査の業務に従事したとき (3)放射線技師が放射線を取り扱う業務に従事したとき (4)歯科衛生士が口腔内の処置を行ったとき (5)臨床心理士等が障害者の相談、指導等の業務に従事したとき (6)医師又は歯科医師が医療又は保健業務に従事したとき (7)看護師、准看護師又は保健師が血液若しくは体液の採取又は尿若しくは便の処理を行ったとき 

3,160千円 (1)勤務 1回当たり  300円 (2)勤務 1回当たり  200円 (3)勤務 1回当たり  450円 (4)日額  200円 (5)日額  200円 (6)月額  45,000～        60,000円 (7)勤務 1回当たり  100円  

消防業務手当 消防局・消防署に勤務する職員 (1)火災消防等の作業に従事したとき (2)火災等の出動時に消防自動車等の運転、10 メートル以上の高所作業、救急業務に従事したとき (3)救急救命士が救急救命業務に従事したとき (4)救急救命士及びその他の職員が前号以外の救急救命業務に従事したとき (5)水難救護業務に従事したとき (6)消防艇の業務に従事したとき  
11,813 千円 (1)1回当たり  300円 (2)1回当たり  400円 (3)1回当たり  400円 (4)1回当たり  200円 (5)1回当たり  750円 (6)日額  200円      

家畜保健衛生業務手当 農政企画課に勤務する職員       
畜舎等の不衛生な場所で農業共済対象家畜を捕獲し押え込む業務又は家畜の血液若しくは体液に直接触れる業務のうち次の業務に従事したとき (1)獣医師が行う家畜の伝染病等の健診等の補助業務 (2)家畜の異動等の把握を行う業務  

0千円 (1)(2)日額   300円 
ガラス造形指導業務手当 ガラス造形研究所に勤務する職員 ガラス造形の指導業務（実習を伴うものに限る。）に従事したとき    895千円 日額 5,000円 



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 (平成 27 年度決算) 左記職員に対する支給単価  火葬業務手当 富山霊園に勤務する職員  火葬業務に従事したとき 2,710千円 1 体当たり 500円 特殊自動車等運転手当 管財課、行政サービスセンター、中核型地区センター、交通政策課、道路河川管理課、土木事務所、教育行政センターに勤務する職員   
(1)除排雪のための車両の運転に従事したとき (2)大型自動車、一部の中型自動車又は大型特殊自動車の運転に従事したとき (3)路線バスの運転に従事したとき 

144 千円 (1)日額  300円 (2)日額  200円 (3)日額  300円 
道路上作業手当 道路河川管理課、公園緑地課、土木事務所に勤務する職員  交通を遮断することなく行う道路の維持修繕作業又は樹木の剪定若しくは植樹の作業に従事したとき 751千円 日額  300円 

  ⑤時間外勤務手当 支給実績（平成 27年度決算） 788,180千円 職員１人当たり平均支給年額（平成 27年度決算） 301,638円 支給実績（平成 26年度決算） 793,392千円 職員１人当たり平均支給年額（平成 26年度決算） 301,555円 （注）１ 時間外勤務手当には、夜間勤務手当を含みます。    ２ 職員１人当たり平均支給年額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成○○年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。 
  ⑥その他の手当（平成２８年４月１日現在） 手当名 内容及び支給単価 国の制度 との異同 国の制度と異なる 内容 支給実績 （27 年度決算） 支給職員 1 人当たり平均支給額 （27 年度決算） 扶養手当 (1)配偶者  13,000円 (2)配偶者以外 ①1 人につき 6,500 円（そのうち 1 人については、配偶者がいない場合は11,000円） ②満 16 歳年度初めから満22歳年度末までの間にある子 1 人につき 5,200円を加算  

異なる ○国の制度 (2)配偶者以外     ②満 16 歳年度初めから満 22 歳年度末までの間にある子 1 人につき5,000円を加算 
252,537 千円 209,574 円 

住居手当 借家等 ① 家賃 20,000 円以下の場合 手当額＝家賃－9,000円 ② 家賃 20,000 円を超える場合 手当額＝11,000円＋（家賃－20,000 円）/2 (最高限度額 27,000円)  
異なる ○国の制度 借家等 ①家賃 23,000 円以下の場合 家賃－12,000円 ②家賃 23,000 円を超える場合 11,000 円 ＋ (家賃－23,000円)/2 (最高限度額 27,000円)  

122,838 千円 267,040円 



手当名 内容及び支給単価 国の制度 との異同 国の制度と異なる 内容 支給実績 （27 年度決算） 支給職員 1 人当たり平均支給額 （27 年度決算） 通勤手当 (1) 交通機関利用職員 6 箇月定期券等の価額による一括支給（全額支給限度額 月 55,000円） (2) 交通用具使用職員 距離段階区分に応じ、月2,600円～24,200円   
異なる ○国の制度    (2)交通用具使用職員 距離段階区分に応じ月2,000円～31,600円 

259,717 千円 95,204 円 
管理職 手当 管理職員に当該職の区分に応じて 117,100 円以内を支給 異なる ○国の制度 管理又は監督の地位にある職員に当該職の区分に応じて 146,400 円以内を支給   

322,900千円 735,536 円 
休日給 休日等において正規の勤務時間中に勤務した職員に支給 １時間当たりの給与額×1.35×勤務時間  

異なる 1時間当たりの給与額の算定の総時間から休日及び年末年始の時間を減じている。 184,155千円 210,463 円 
夜間勤務 手当 正規の勤務時間として午後10時から翌日午前 5 時までの間に勤務した職員に支給 1 時間当たりの給与額×0.25×勤務時間  

39,437 千円 99,589 円 
初任給 調整手当 医学等に関する専門的知識を必要とし、かつ採用による欠員の補充が困難な職に採用された職員に支給 ・医師、歯科医師 採用後3 5年以内の期間、採用から 1 年を経過するごとにその額を逓減して支給 (最高支給月額 307,800円) ・看護師 採用後 5 年以内の期間、採用から 1 年を経過するごとにその額を逓減して支給 (最高支給月 21,500円)  

異なる 看護師を支給対象としている。 8,741千円 2,913,600円 

宿日直 手当 宿日直勤務を命ぜられた職員が勤務した場合に支給 ・庁舎、設備の保全等      4,200円  同じ  109 千円 109,200円 



手当名 内容及び支給単価 国の制度 との異同 国の制度と異なる 内容 支給実績 （27 年度決算） 支給職員 1 人当たり平均支給額 （27 年度決算） 管理職員 特別勤務 手当 管理職手当支給対象職員が、臨時又は緊急の必要等により週休日等に勤務した場合に支給 ①週休日・祝日等 ・６時間以下の場合   6,000円～12,000円 ・６時間超の場合    9,000円～18,000円 ②平日深夜   3,000円～6,000円  
同じ  0千円 0円 

寒冷地 手当 寒冷地手当指定公署に在勤する職員に支給 ・世帯主である職員  17,800円（扶養親族有） 10,200円（扶養親族無） ・その他の職員   7,360円  
同じ  17,072千円 57,289 円 

単身赴任手当 公署を異にする異動等に伴い転居し、やむをえない事情により、配偶者等と別居し、単身で生活することを常況とする職員に支給 30,000円＋加算額（※） ※職員の住宅と配偶者等の住居との交通距離が 100Km以 上 の 場 合 に 6,000 ～70,000円を加算  
同じ 

 
0千円 0円 

 

 （12）特別職の報酬等の状況（平成２８年４月１日現在） 区   分 給 料 月 額 等 給  料 市 長 1,075,000円 副市長   893,000円 報  酬 議 長   715,000円 副議長   645,000円 議 員   600,000円 期末手当 市 長 （平成 27年度支給割合） 3.15 月分 副市長 議 長 副議長 議 員 退職手当  市 長 （算定方式）             （1 期の手当額）     (支給時期) 給料月額 × 在職月数 × 50/100   25,800,000 円    任期毎 副市長 給料月額  ×  在職月数 ×  33/100    14,145,120 円    任期毎 （注）退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた場合 における退職手当の見込額です。 
 



３ 職員の勤務時間その他の勤務条件 
 （１）勤務時間の状況    平成２８年４月１日現在の勤務時間は、原則として次のとおりです。 勤務時間  ８：３０～１７：１５ 休憩時間 １２：００～１３：００   （注）１ 公務の運営上の事情により、特別な形態によって勤務する必要がある職員（病院、各種施設、消防等）は、上記以外の勤務時間の割振りによります。     ２ 職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすと認めるときその他職員に特別な事情があると認めるときは、休憩時間を４５分以上１時間未満とすることができます。 
 

 （２）休暇、休業制度の取得状況    職員の休暇、休業制度については、富山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例、同条例施行規   則や富山市職員の育児休業等に関する条例、同規則等に基づいて定められており、主な休暇、休業   制度の状況は次のとおりです。 区 分 平成２７年度の取得状況 市長部局等 上下水道局 病 院 教育委員会 消 防 局 年次有給休暇 8 日 1 時間 11 日 2 時間 6 日 7 時間 10 日 6 時間 6 日 2 時間 健康保持休暇 4 日 4 時間  4 日 6 時間 4 日 4 時間  4 日 4 時間 4 日 4 時間 ボランティア休暇 － － － － － 子の看護休暇 157 人   17 人   24 人  35 人 － 短期介護休暇   9 人 －   4 人   5 人 － 育児時間休暇  23 人   2 人  22 人   2 人 － 病 気 休 暇   73 人   8 人  15 人  28 人 9 人 介 護 休 暇    － － 3 人  － － 育 児 休 業  65 人   3 人  38 人  15 人 2 人 配偶者同行休業 － － － － － 部分休業（育児）  54 人   2 人  37 人  2 人 － 部分休業（修学） － － － － － 部分休業（高齢者） － － － － －   （注）１ 年次有給休暇、健康保持休暇、ボランティア休暇、子の看護休暇、短期介護休暇については、平成 27年（H27.1.1～H27.12.31）における取得状況です。      ２ 年次有給休暇及び健康保持休暇については、平均取得日数です。      ３ 上記１以外の休暇等については、平成２７年度において新たに取得した人数です。 
 休暇（休業）の内容（平成２８年４月１日現在） 項  目 休暇（休業）期間等 年次有給休暇 ２０日（１年あたり） 健康保持休暇 ５日以内（７／１～９／３０） ボランティア休暇 ５日以内（１年あたり） 子の看護休暇 ５日以内（対象となる子が２人以上の場合は１０日以内）（１年あたり） 短期介護休暇 ５日以内（要介護者が２人以上の場合は１０日以内）（１年あたり） 育 児 時 間 １日２回、１日を通じて９０分以内 病 気 休 暇 ９０日以内 介 護 休 暇 ６月以内 育 児 休 業 子が３歳に達するまでの期間 配偶者同行休業 外国で勤務等をする配偶者と外国において生活を共にする場合において、３年以内 



部分休業（育児） 子が小学校就学の始期に達するまでの期間で、始業時又は終業時、１日を通じて２時間以内 部分休業（修学） 
大学等において修学する場合に２年以内の期間で、１週間当たりの通常の勤務時間の２分の１を限度とする 部分休業（高齢者） 定年退職日から５年以内の期間で、１週間当たりの通常の勤務時間の２分の１を限度とする 

 

 

 ４ 職員の分限及び懲戒処分の状況 
 （１）分限処分の状況（平成２７年度） 区 分 免職 休職 降任 降給 合計 市長部局等 0 人 19 人 0 人 0 人 19 人 上下水道局 0 人  2 人 0 人 0 人  2 人 病 院 0 人  4 人 0 人 0 人  4 人 教育委員会 0 人  4 人 0 人 0 人  4 人 消 防 局 0 人  4 人 0 人 0 人  4 人 合 計 0 人 33 人 0 人 0 人 33 人 （注） 分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保の目的から、職員がその職責を十分に果たすこと    ができない場合に行われる、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分のことをいいます。 
 

 （２）懲戒処分の状況（平成２７年度） 区 分 免職 停職 減給 戒告 合計 市長部局等 1 人  1 人 1 人 2 人  5 人 上下水道局 0 人  0 人 0 人 0 人  0 人 病 院 0 人  0 人 0 人 1 人  1 人 教育委員会 0 人  0 人 0 人 0 人  0 人 消 防 局 0 人  0 人 1 人 0 人  1 人 合 計 1 人  1 人 2 人 3 人  7 人 （注） 懲戒処分とは、公務における規律と秩序を維持する目的から、職務上の義務違反など、公務員としてふさわし    くない非行がある場合に行われる処分のことをいいます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 職員の服務の状況 
 （１）職務専念義務免除の状況    平成２７年度の職務専念義務免除の状況は、次のとおりです。 
 市長部局等 上下水道局 病 院 教育委員会 消 防 局 ８６３件  ９７件  ６８件 １２０件   １２件 
 免除の事由（平成２８年４月１日現在） ① 研修を受ける場合 ② 厚生に関する計画の実施に参加する場合 ③ 地方公務員災害補償法第 51 条第 1項若しくは第 2項又は第 60 条第 1項の規定により、公務災害補償に関する審   査請求若しくは再審査請求をし、又はこれらの審理に出頭する場合 ④ 地方公務員法第 46条の規定により、勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審理に出頭する場合 ⑤ 地方公務員法第 49条の 2第 1項の規定により、不利益処分に関する審査請求をし、又はその審理に出頭する場   合 ⑥ 地方公務員法第 55 条第 8項の規定により、適法な交渉を行う場合 ⑦ 地方公務員法第 55 条第 11項の規定により、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合 ⑧ 市の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合 ⑨ 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合 ⑩ 市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる会社その他の団体等の地位を兼ね、その地位に   属する事務を行う場合 ⑪ 上記①から⑩に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合 
 （注） 職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除き、その勤務時間中において、職務に専念する義務が     ありますが（地方公務員法第３５条）、合理的な理由がある場合は、限定的にその免除が認められています。 
 

 （２）営利企業等従事許可の状況    平成２７年度の営利企業等従事許可の状況は、次のとおりです。 
 許可基準 許可件数 市長部局等 上下水道局 病 院 教育委員会 消 防 局 次に掲げる要件を具備した場合 ① その職員の職と当該営利企業又は報酬を得て従 

 事する事業若しくは事務との間に特別な利害関係 
 又はその発生のおそれがないと認める場合 ② 営利企業等に従事してもその職員の職務の遂行 
 に支障がないと認める場合 ③ 上記①②に掲げるもののほか、法の精神に反し 
 ないと認める場合 ２８６件 ４１件 ７３件 ２９件 ５件 
（注） 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団     体の役員その他富山市職員の営利企業等の従事制限に関する規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目     的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない（地方公務員法第 ３８条）とされており、上記の許可の基準を満たしている場合に例外的に許可を受けることができます。 

 

 

 

 

 

 



６ 職員の研修の状況 富山市では、職員の説明能力や市民応対能力をはじめとして、政策形成能力や政策法務能力、 さらには、専門能力、管理能力の向上を目指し、体系に基づいた職員研修を実施しています。 
 <平成 28 年度職員研修体系図>  自主研修  自主研修グループ助成     職員自主研修助成     通信教育助成・放送大学受講助成     カエル・変わるコンテスト   職場研修及び部局研修 新規採用職員ジョブトレーナー制    新規採用職員指導者研修 新規採用職員配属先先輩職員    ＯＪＴマニュアルの配布    窓口サービス向上研修 係長級～    接遇マニュアルの配布    公務員倫理を考える（事例Ｑ＆Ａ集）の配布     受講レポートによる上司への研修報告     人材育成担当者会議     研修用教材の貸し出し等職場研修支援   研修所研修 階層別 新規採用職員研修 【採用年度前期・後期】    基本研修 一般職員第Ⅰ部研修【上級３年目・中級５年目・初級７年目】     一般職員第Ⅱ部研修【上級６年目・中級８年目・初級１０年目】    基礎科目＋選択科目    一般職員第Ⅲ部研修【上級９年目・中級１１年目・初級１３年目】    一般職員第Ⅳ部研修【上級１２年目・中級１４年目・初級１６年目】    現業中堅職員研修 【採用後概ね９年目の現業職員】    現業監督者研修  【業務主任の職に就いた職員】     新任主査研修   【係長相当職に就いた職員】     新任係長研修   【係長職に就いた職員】     現任係長研修   【係長職３年目の職員】      新任課長代理研修 【課長代理職に就いた職員】     新任主幹研修   【課長相当職に就いた職員】     新任所属長研修  【課長職に就いた職員】    特別研修 政策関係能力 まちづくり政策提案研修 ～係長級     法制執務研修 ～係長級     政策法務研修 ～係長級     人材育成特別研修 ～係長級     政策情報共有研修 所属長（２年目以降）及び部次長   対人関係能力 プレゼンテーション研修 ～係長級     アサーティブコミュニケーション研修 ～係長級     クレーム対応力強化研修 全職員     ファシリテーション研修       ～係長級     組織関係能力 新規採用職員指導者研修【再掲】 新規採用職員配属先先輩職員    考課者研修 所属長     モチベーション向上研修      ～係長級     女性リーダー研修 係長～課長代理級の女性職員   窓口サービス向上研修【再掲】 係長級～     基本能力・資質 説得・対話スキル向上研修 ～係長級     実務英語能力等向上研修 全職員     財務諸表研修 ～係長級     地方自治制度・地方公務員制度研修 ～係長級     人権啓発研修 全職員     安全運転研修 全職員     協働推進講座 全職員     豊かな人間性を育む研修 職員特別セミナー 全職員   派遣研修  研修専門機関 自治大学校 係長級～(指名)     市町村職員中央研修所 全職員(指名)     全国市町村国際文化研修所 全職員(指名)     全国建設研修センター 全職員(指名)     富山県市町村職員研修機構 全職員     庁内講師養成研修(公務人材開発協会等) 全職員(指名)     長期派遣研修 中央省庁 ～主任     民間企業 ～主任     富山県首都圏本部 ～主任   

 

 

 

 

 



７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 
 （１）職員の安全衛生関係及び職員の健康管理    労働安全衛生法等に基づき、各種健康診断等の厚生事業を実施しており、平成 27 年度の実施状況は次のとおりです。 
  ○主な健康診断実施状況                     健康診断名称 対象者 実績等 定期健康診断 全職員（定数外職員含む） 5,106人 特殊健康診断 放射線業務従事者、有機溶剤取扱従事者、 予防接種従事者、給食調理員 等 1,196人 

VDT健康診断 VDT作業従事職員 428人 
     平成 27年度決算額   21,087千円 
 （２）厚生制度    職員の勤務能率の向上や元気回復などを目的とした福利厚生事業を行っており、平成 27 年度の実施状況は次のとおりです。 
 １ 実施団体   富山市職員福利厚生会 ２ 平成 27年度決算額   43,861,310円（公費負担率 16.4％）  ３ 会員 1人当たりの公費補助額  1,812円 ４ 市等交付金  給料の 0.5／1,000 ５ 会員掛金   給料の 2.0／1,000 ６ 主な事業 ①福利厚生事業・・・会員掛金及び市交付金等で運営      ア.福利事業                      事業名称 内容 実績等 レクリエーション大会 ボウリング大会を開催 191人 宿泊施設利用助成 契約宿泊施設の利用助成 850人 クラブ助成 クラブの運営等に必要な経費の一部助成 26クラブ チケット助成 コンサート、演劇等の公演チケット斡旋 47公演 
   イ.貸付事業     会員に対して、住宅取得や修繕・冠婚葬祭費用・学費やその他必要な資金を貸付       平成 27年度貸付件数及び貸付額  19件  15,200,000円 
 ②給付事業・・・会員掛金のみで運営              事業名称 事業概要及び対象者 内容 実績等 出産祝金 会員及びその配偶者が出産したとき 23,000円 214件 結婚祝金 会員が結婚したとき 67,000円 84件 入学・卒業 祝金 会員の子が小学校・中学校に入学及び中学校を卒業したとき 入学 15,000円 卒業 15,000円 377件 弔慰金 会員の親族が死亡したとき 配偶者 50,000円 同居の実父母、同居の養父母、同居の配偶者の父母 20,000円 子  20,000円 43件 退会金 会員が退会したとき 平成 17年 4月 1日以降の会員  年数×1,000円 227件 



 （３）共済制度  職員の共済組合制度は、地方公務員等共済組合法に基づき、組合員（職員）とその家族の生活の安定と福祉の向上を図り、職務の能率的運営に資することを目的として富山県市町村職員共済組合が事業を実施しています。 
 ○共済組合の事業   共済組合には、法令に基づき、負担金として、平成 27年度負担金 4,583,602,450円支出しています。 

 短期給付事業･･･組合員とその家族の病気・けが・出産などに対して必要な給付を行うもの。 長期給付事業･･･組合員の退職・障害又は死亡に対して年金又は一時金の給付を行うもの。 福祉事業･･･････組合員とその家族の健康の保持増進事業、保養施設の運営、住宅資金の貸        付などを行うもの。 
 

 （４）公務災害補償制度の状況 公務災害補償制度は、地方公務員災害補償法に基づき、地方公務員が公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合に、地方公務員災害補償基金が、その損害を補償する制度です。 平成２７年度の公務災害補償制度の状況は、次の表のとおりです。 種類 内容等 補償の状況（金額単位：千円） 市長部局等 教育委員会 消防局 上下水道局 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 療養補償
 

公務又は通勤による負傷や疾病の療養（以下、上記療養と記載する。）に必要な費用を支給します。 43 1,554 8 1,141 3 178 0 0 障害補償
 

上記療養の治ゆ後、一定の障害が残った場合に年金等を支給します。 0 0 0 0 1 2,112 0 0 遺族補償
 

公務又は通勤により死亡した場合に配偶者等に対し年金等を支給します。 3 6,758 1 1,350 1 1,730 0 0 福祉事業
 

上記補償に加えて付加給付として被災職員及び遺族の福祉に対して必要な事業及び公務災害防止のために必要な事業を行います。 0 0 0 0 0 0 0 0 
計 46 8,312 9 2,492 5 4,020 0 0 

 

 

 



８ 職員の競争試験の状況  （１）採用試験の実施結果  ①平成２８年４月１日採用 試験区分 採 用 予定数 (A) 申 込 者 数 (B) 申 込 倍 率 (B/A) 第１次試験 第２次試験（※第３次試験） 最終競争 倍  率 (C/F) 女  性 合格者数 (G) 女  性 合格者比率 (G/F) 試験日 受験者数 (C) 受験率 (C/B) 合格者数 (D) 競争倍率 (C/D) 受験者数 (E) 受験率 (E/D) 合格者数 (F) 
上        級 

 人 人 倍 人 ％ 人 倍 人 ％ 人 倍 人 ％ 
（第１次） 平成２７年６月２７日 平成２７年６月２８日 平成２７年７月１ ０日 平成２７年７月２ ７日 平成２７年７月２ ８日  （第２次） 平成２７年７月２ ８日 平成２７年８月１ ７日 平成２７年８月１ ９日 平成２７年８月２ ０日  ※（第３次） 平成２７年８月１９日 

行   政 26 185 7.1 158 85.4 28 5.6 28 100.0 25 6.3 14 56.0 行   政 （商業デザイン） 1 4 4.0 3 75.0 0 - - - - - - - 行   政 （社会福祉士） 1 8 8.0 7 87.5 3 2.3 3 100.0 3 2.3 3 100.0 行   政 （専門試験免除枠） 若干名 32 - 32 100.0 5 6.4 1 20.0 1 32.0 0 - 土   木 11 23 2.1 20 87.0 6 3.3 6 100.0 6 3.3 2 33.3 土   木 （専門試験免除枠） 若干名 5 - 5 100.0 1 5.0 1 100.0 1 5.0 1 100.0 造   園 2 2 1.0 2 100.0 1 2.0 1 100.0 1 2.0 1 100.0 農   業 1 3 3.0 2 66.7 2 1.0 2 100.0 2 1.0 1 50.0 建   築 2 4 2.0 4 100.0 2 2.0 2 100.0 2 2.0 2 100.0 電   気 3 13 4.3 9 69.2 0 - - - - - - - 機   械 3 10 3.3 8 80.0 2 4.0 2 100.0 2 4.0 0 - 化   学 1 12 12.0 12 100.0 2 6.0 2 100.0 1 12.0 0 - 司   書 2 29 14.5 24 82.8 5 4.8 5 100.0 2 12.0 2 100.0 学 芸 員 1 9 9.0 8 88.9 3 2.7 3 100.0 1 8.0 1 100.0 薬 剤 師 2 3 1.5 3 100.0 3 1.0 3 100.0 2 1.5 1 50.0 消   防 11 33 3.0 31 93.9 15 2.1 14 93.3 11 2.8 1 9.1 中     級 
設   備 (電気・機械) 2 2 1.0 1 50.0 1 1.0 1 100.0 1 1.0 0 - （第１次） 平成２７年９月１９日 平成２７年９月２０日 平成２７年１０月２0 日 平成２７年１０月２1 日 平成２７年１０月２３日 平成２６年１０月２２日  （第２次） 平成２７年１０月２６日 平成２７年１０月２７日 平成２７年１１月４日 平成２７年１１月 6 日   
保 健 師 2 7 3.5 5 71.4 2 2.5 2 100.0 2 2.5 2 100.0 保 育 士 28 75 2.7 61 81.3 30 2.0 30 100.0 28 2.2 26 92.9 保育士(任期付) 15 4 0.3 4 100.0 3 1.3 3 100.0 3 1.3 3 100.0 助 産 師 2 3 1.5 3 100.0 3 1.0 3 100.0 2 1.5 2 100.0 看 護 師 23 40 1.7 40 100.0 35 1.1 34 97.1 23 1.7 22 95.7 診療放射線技師 1 5 5.0 5 100.0 2 2.5 1 50.0 1 5.0 0 - 初  級 一 般 事 務 2 36 18.0 34 94.4 7 4.9 7 100.0 5 6.8 1 20.0 一 般 事 務（身体障害者対象） 2 2 1.0 2 100.0 0 - - - - - - - 消   防 4 25 6.3 22 88.0 9 2.4 9 100.0 6 3.7 1 16.7 労  務 清掃業務職員 1 17 17.0 15 88.2 2 7.5 2 100.0 1 15.0 0 - （第１次） 平成 27 年 9 月 20 日  （第２次） 平成 27 年 10 月 27 日  調 理 員 1 16 16.0 16 100.0 2 8.0 2 100.0 1 16.0 1 100.0 水 道 工 手 1 3 3.0 3 100.0 1 3.0 1 100.0 1 3.0 0 - 工 手 1 14 14.0 12 85.7 3 4.0 3 100.0 1 12.0 0 -  ※第３次試験については、行政（専門試験免除枠）のみ実施。     

 



（２）主な職種の受験資格  ①平成２８年４月 1日採用 試験区分 受   験   資   格 

上        級 

行   政 昭和６０年４月２日から平成６年４月１日までに生まれた人 行   政 （商業デザイン） 昭和６０年４月２日から平成６年４月１日までに生まれた人で、学校教育法に基づく大学（修業年限が４年のものに限る。）又はこれと同等と認められる学校において当該職種（デザイン）に関係の深い科目を履修し卒業した人又は平成２８年３月までに卒業見込みの人 行   政 （社会福祉士） 昭和６０年４月２日から平成６年４月１日までに生まれた人で、社会福祉士の資格を有する人又は平成２８年実施の当該国家試験に合格する見込みの人 行   政 （専門試験免除枠） 昭和６０年４月２日から平成６年４月１日までに生まれた人で、学校教育法に基づく大学（修業年限が４年のものに限る。）又はこれと同等と認められる学校を卒業した人又は平成２８年３月までに卒業見込みの人 土   木 
昭和５５年４月２日から平成６年４月１日までに生まれた人 造   園 農 業 建   築 電 気 機 械 化 学 土   木 （専門試験免除枠） 昭和５５年４月２日から平成６年４月１日までに生まれた人で、次のいずれかの有資格者  ①技術士（建設部門又は上下水道部門）  ②技術士補（建設部門又は上下水道部門）  ③土木施工管理技士（１級）  ④土木施工管理技士（２級） 司 書 昭和６０年４月２日から平成６年４月１日までに生まれた人で、司書の資格を有する人又は平成２８年３月までに当該資格を取得する見込みの人 学 芸 員 昭和６０年４月２日から平成６年４月１日までに生まれた人で、学校教育法に基づく大学（修業年限が４年のものに限る。）又はこれと同等と認められる学校において、天文学、物理学又はこれに関係の深い科目を履修し卒業した人又は平成２８年３月までに卒業見込みの人 薬 剤 師 昭和５１年４月２日以降に生まれた人で、薬剤師の免許を有する人又は平成２８年実施の当該国家試験に合格する見込みの人 消   防 平成２年４月２日から平成６年４月１日までに生まれた人で、次の身体要件を満たす人 （1）身 長 おおむね１６０cm以上であること。 （2）体 重 身長に比べ適当であること。 （3）視 力 左右とも矯正視力を含み１．０以上であること。 （4）色 覚 正常であること。 （5）聴 力 左右正常であること。 （6）その他 職務遂行上身体に支障がないこと。 中      級 

設 備 （電気・機械） 平成６年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた人 保 健 師 平成元年４月２日以降に生まれた人で、保健師の免許を有する人又は平成２８年実施の当該国家試験に合格する見込みの人 保 育 士 平成３年４月２日以降に生まれた人で、保育士の資格を有する人又は平成２８年３月までに当該資格を取得する見込みの人 



保 育 士(任期付) 以下の（１）（２）の要件をすべて満たす人 （１）昭和３３年４月２日以降に生まれた人で、保育士登録済の人、又は平成２８年３月３１日までに保育士登録見込みの人 （２）保育所（児童福祉法第３９条に規定する施設）又は認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に規定する施設)における保育士としての実務経験を通算で４年以上有する人 助 産 師 昭和５１年４月２日以降に生まれた人で、助産師の免許を有する人又は平成２８年実施の当該国家試験に合格する見込みの人 看 護 師 昭和５１年４月２日以降に生まれた人で、看護師の免許を有する人又は平成２８年実施の当該国家試験に合格する見込みの人 診療放射線技師 昭和６１年４月２日以降に生まれた人で、診療放射線技師の免許を有する人又は平成２８年実施の当該国家試験に合格する見込みの人 初      級 
一 般 事 務 平成７年４月２日から平成１０年４月１日までに生まれた人 一 般 事 務 （身体障害者対象） 平成元年４月２日から平成１０年４月１日までに生まれた人で次の各号のすべてに該当する人 (1) 身体障害者福祉法第１５条に定める身体障害者手帳の交付を受けていること。 (2) 活字印刷文による出題に対応可能であること。 (3) 介助者なしに職務遂行が可能であること。 消   防 平成６年４月２日から平成１０年４月１日までに生まれた人で、次の身体要件を満たす人 （1）身 長 おおむね１６０cm以上であること。 （2）体 重 身長に比べ適当であること。 （3）視 力 左右とも矯正視力を含み１．０以上であること。 （4）色 覚 正常であること。 （5）聴 力 左右正常であること。 （6）その他 職務遂行上身体に支障がないこと。 労   務 清掃業務職員 昭和５１年４月２日から平成１０年４月１日までに生まれた人で、普通自動車運転免許を有する人 （平成28年3月31日までに取得する見込みの人を含む。） 水 道 工 手 工 手 調 理 員 昭和５１年４月２日から平成１０年４月１日までに生まれた人    ９ 勤務条件に関する措置の状況     平成２７年度において、措置要求事案はありません。    10 不利益処分に関する不服申立ての状況     平成２７年度において、不服申立て事案はありません。 

 


